
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
と
所
得
状
況
届

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
20
歳
未
満

の
身
体
や
精
神
に
障
が
い
が
あ
る
児
童

を
、
家
庭
で
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
前
年
の
所
得
な

ど
に
よ
る
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

手
当
の
月
額　

１
級
（
重
度
）

５
万
１
５
０
０
円
、
２
級
（
中
度
）

３
万
４
３
０
０
円

▼
所
得
状
況
届
の
提
出

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
取
っ
て

い
る
人
は
、
受
給
資
格
更
新
の
た
め
、

所
得
状
況
届
を
８
月
12
日
㈮
か
ら
９
月

９
日
㈮
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
状
況
届
は
、
養
育
状
況
な
ど
を
確

認
す
る
も
の
で
す
。
届
け
出
が
な
い
場

合
、
手
当
を
継
続
し
て
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
。
該
当
者
に
は
８
月
上
旬
に

届
け
出
用
紙
を
送
付
し
ま
す
。

　

提
出
先
・
問
い
合
わ
せ　

こ
ど
も
課

子
育
て
支
援
係
（
☎
92
８
２
６
８
）

児
童
扶
養
手
当
の

現
況
届
に
つ
い
て

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
や
母
が
い
な

い
な
ど
の
状
況
に
あ
る
児
童
を
養
育
し

て
い
る
養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
前
年
の
所
得
な
ど
に
よ
る
支
給

制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

支
給
要
件　

18
歳
に
な
る
日
以
降
の

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

ど
も
（
一
定
の
障
が
い
の
状
態
の
子
ど

も
は
20
歳
未
満
）
で
、
次
の
①
か
ら
⑥

ま
で
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も

　

①
父
母
が
離
婚　

②
父
ま
た
は
母
が

死
亡　

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が

い
者
（
両
親
の
一
方
が
障
が
い
基
礎
年

金
１
級
を
受
給
か
、
身
体
障
害
者
手
帳

の
１
級
か
２
級
の
交
付
を
受
け
て
お

り
、
児
童
扶
養
手
当
額
が
障
が
い
基
礎

年
金
額
を
上
回
る
場
合
は
、
受
給
可
能

の
場
合
あ
り
）　

④
父
ま
た
は
母
が
引

き
続
き
１
年
以
上
生
死
不
明
、
ま
た
は

拘
禁
さ
れ
て
い
る
場
合　

⑤
配
偶
者
か

ら
の
暴
力
（
Ｄ
Ｖ
）
で
、
父
ま
た
は
母

が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け

て
い
る
場
合　

⑥
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で

生
ん
だ
子
ど
も

　

▼
手
当
の
月
額　

児
童
１
人
の
場
合

４
万
２
３
３
０
円
。
児
童
２
人
の
場
合

１
万
円
加
算
。
３
人
目
以
降
６
０
０
０

円
加
算
（
全
部
支
給
の
場
合
）

　

▼
現
況
届
は
８
月
中
に

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
人

は
、
受
給
資
格
更
新
の
た
め
、
７
月
下

旬
に
送
付
し
て
い
る
現
況
届
を
８
月
１

日
㈪
か
ら
31
日
㈬
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
現
況
届
は
、
養
育
状
況
な
ど

を
確
認
す
る
も
の
で
、
届
け
出
が
な
い

場
合
、
手
当
を
継
続
し
て
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
。

　

提
出
先
・
問
い
合
わ
せ　

こ
ど
も
課

子
育
て
支
援
係
（
☎
92
８
２
６
８
）

臨
時
福
祉
給
付
金
の

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

　

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付

金
（
高
齢
者
向
け
）
の
申
請
書
が
お
手

元
に
届
い
た
人
で
、
ま
だ
申
請
を
し
て

い
な
い
人
は
、
８
月
25
日
㈭
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ　

臨
時
福
祉
給
付
金
等

支
給
対
策
室
（
☎
92
８
３
９
６
）

水
稲
共
済
（
一
筆
方
式
）
の

被

害

報

告

　

自
然
災
害
や
病
虫
害
に
よ
り
３
割
以

上
の
減
収
が
見
込
ま
れ
る
水
田
が
あ
る

場
合
は
、
被
害
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
期
間　

▼
早
生
種　

８
月
８
日

㈪
か
ら
22
日
㈪
ま
で　

▼
中
生
種
・
晩

生
種　

８
月
23
日
㈫
か
ら
10
月
21
日
㈮

ま
で

　

申
告
場
所　

農
林
課
、
倉
敷
地
区
農

業
共
済
事
務
組
合
、
市
内
農
協
各
支
店

　

問
い
合
わ
せ　

倉
敷
地
区
農
業
共
済

事
務
組
合
（
☎
０
８
６
―
４
３
０
―

１
７
１
７
、
倉
敷
市
美
和
一
丁
目
13
番

33
号
）

お
墓
へ
の
お
供
え
物
は

お

持

ち

帰

り

を

　

お
供
え
物
を
カ
ラ
ス
が
荒
ら
し
、
周

辺
の
住
宅
や
田
畑
に
ま
き
散
ら
す
被
害

が
起
き
て
い
ま
す
。
お
墓
参
り
後
に
は
、

お
供
え
物
を
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ　

環
境
課
環
境
係
（
☎

92
８
３
３
９
）

今月
の
納税

市県民税（第 2期）　国民健康保険税（第 3期）　納期限　8月 31 日㈬
市税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

問い合わせ　税務課納税係（☎ 92－8239）

総社市役所
〒719－1192

総社市中央一丁目 1番 1号
☎ 0866－92－8200

お知らせ　ＩＮＦＯRＭＡＴＩＯＮ

く
ら
し

精

霊

舟

の

回

収

　

お
供
え
物
や
灯
籠
を
乗
せ
た
精
霊
舟

（
盆
舟
）
を
、
廃
棄
物
と
し
て
収
集
車

に
て
回
収
し
ま
す
。
精
霊
舟
を
川
や
水

路
な
ど
に
流
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

火
災
防
止
の
た
め
、
お
供
え
物
の
な

か
の
線
香
、
ロ
ー
ソ
ク
な
ど
の
火
は
必

ず
消
し
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

盆
提
灯
や
塔
婆
は
回
収
し
ま
せ
ん
。

　

回
収
日
時
・
場
所　

８
月
15
日
㈪
、

午
後
４
時
か
ら
９
時
ま
で
。
市
役
所
東

側
駐
車
場

　

問
い
合
わ
せ　

環
境
課
美
化
推
進
係

（
☎
92
８
３
３
８
）

カ
ヌ
ー
で
遊
ぼ
う

　

日
時　

８
月
13
日
㈯
、
午
前
10
時
か

ら
正
午
ま
で

　

場
所　

そ
う
じ
ゃ
水
辺
の
楽
校

　

対
象
・
定
員　

子
ど
も
か
ら
大
人
ま

で
だ
れ
で
も
可
。
30
人
（
定
員
に
な
り

次
第
、
締
め
切
り
）

　

参
加
費　

子
ど
も
５
０
０
円
（
小
学

生
以
上
）、
高
校
生
以
上
１
０
０
０
円

　

申
込
方
法　

住
所
、
氏
名
、
電
話
番

号
、
年
齢
、「
カ
ヌ
ー
で
遊
ぼ
う
」
と

書
い
て
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
申
し
込
む

　

申
込
先
・
問
い
合
わ
せ　

そ
う
じ
ゃ

水
辺
の
楽
校
（
☎
０
８
０
―
１
９
２
１

―
８
２
２
３
、
Fax
94
０
１
８
０
）

募

集

申込先・問い合わせ　そうじゃ吉備路マラソン推進室（☎92 8375）

く
ら
し

     8/30 ●火 9/4    日
  

●市民ギャラリー（中央三丁目 1－ 102）
　開館時間◆ 8:30 ～ 17:15

    8/3   ●水 8/7    日
  

 8/16 ●火 8/21 日
  

     8/23 ●火 8/28 日
  

関  靖文  作品集刊行記念遺作展
　最終日は午後4時30分まで。
　故・関靖文の遺した油絵・パステル画など、約40
点を展示。
　問　関さん（☎090－8179－0959）

原爆写真展
　初日は午前10時から、最終日は午後4時まで。
　核兵器のない世界をめざし、被爆の実相を示す写
真35点を展示。
　問　総社市平和委員会　東さん（☎932777）

きりえ展　きりえの会吉備路
　初日は午前10時から、最終日は午後4時まで。
　きりえ作品約40点を展示。
　問　きりえの会吉備路　堀本さん（☎948356）

吉備路写真クラブ写真展
　初日は正午から、最終日は午後4時まで。
　クラブ員の写真45点を展示。
　問　吉備路写真クラブ　髙木さん（☎924291）

友暉の会展
　初日は正午から、最終日は午後4時まで。
　自由で個性を大切に制作した作品50点を展示。
　問　友暉の会　渡辺さん（☎930706）

   8/9   ●火   8/14 日
  

問い合わせ　農林課地食べ係（☎92 8273）

■買取単価　1万 3000 円（玄米 1俵あたり）
■対象品種　市内で生産の検査対象の全品種（平成 28年産の 1等米）
■申込数量　各農家の水稲作付面積 1反につき 4俵まで（1反未満は四捨
五入。生産調整による水稲作付け配分面積が上限）
■申込方法　申込用紙に必要事項を記入し、農林課、各出張所、市内の JA
各支店、徳満米穀㈲に提出（申し込み数量多数の場合は、数量調整あり）
■出荷方法　各自で JA岡山西、徳光米穀㈲と調整して出荷

総社産の新米 買い取ります

ふるさと納税のお礼の品として全国に発送します。

申込期限
　　８月 31日㈬

会場・問い合わせ　総社吉備路文化館（☎93 2219）

２０１７２０１７

２０１７２０１７

２０１７２０１７

２０１７２０１７

ボランティアを募集します！

　大会当日、沿道警備や給水所、受付、大会記録
写真などのお手伝いをしていただけるボランティ
アを募集しています。希望する人は、そうじゃ吉
備路マラソン推進室にご連絡ください。
　大会参加者の募集は、11 月上旬に開始する予
定です。

平成２９年

２月２６日（日）

開催

　会場・問い合わせ　総社吉備路文化館　☎９３－２２１９

～魅せる黒白の美～～魅せる黒白の美～

※初日はオープニングセレモニー終了後（１１：００ごろ）から
※月曜日は休館（９月１９日は開館）。入館は１６：３０まで

広報そうじゃ 2016.8　1314　広報そうじゃ 2016.8


